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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和3年11月18日(2021.11.18)

【公開番号】特開2020-151025(P2020-151025A)
【公開日】令和2年9月24日(2020.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2020-039
【出願番号】特願2019-50235(P2019-50235)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ  13/51     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/49     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   13/51     　　　　
   Ａ６１Ｆ   13/49     ４１０　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月5日(2021.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、以下の説明における不織布としては、部位や目的に応じて公知の不織布を適宜使
用することができる。不織布の構成繊維としては、例えばポリエチレン又はポリプロピレ
ン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維（単成分繊維の他、芯
鞘等の複合繊維も含む）の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維等、特
に限定なく選択することができ、これらを混合して用いることもできる。不織布の柔軟性
を高めるために、構成繊維を捲縮繊維とするのは好ましい。また、不織布の構成繊維は、
親水性繊維（親水化剤により親水性となったものを含む）であっても、疎水性繊維若しく
は撥水性繊維（撥水剤により撥水性となった撥水性繊維を含む）であってもよい。また、
不織布は一般に繊維の長さや、シート形成方法、繊維結合方法、積層構造により、短繊維
不織布、長繊維不織布、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、スパンレース不織
布、サーマルボンド（エアスルー）不織布、ニードルパンチ不織布、ポイントボンド不織
布、積層不織布（同一又は類似の不織布層が積層されたＳＳＳ不織布等の他、異なる不織
布層が積層された、スパンボンド層間にメルトブローン層を挟んだＳＭＳ不織布、ＳＭＭ
Ｓ不織布等）等に分類されるが、これらのどの不織布も用いることができる。積層不織布
は、すべての層を含む一体の不織布として製造され、すべての層にわたる繊維結合加工が
なされたものを意味し、別々に製造された複数の不織布をホットメルト接着剤等の接合手
段により貼り合わせたものは含まない。
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